
仕様書 
 

１ 業務名 

  住家被害調査員育成研修業務委託 

 

２ 業務の概要 

本業務は、災害発生時の被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の実施に必要

となる罹災証明書の交付の円滑化を図るため、住家被害調査員を育成するための研修を実施す

るものである。 

 

３ 契約期間 

  契約締結の日から令和７年９月１日（月）まで 

 

４ 業務内容 

風水害及び地震災害における住家被害認定調査に係る研修（座学及び演習）を企画し、実施

すること。 

 

（１）受講者 

市町村職員・県職員延べ２００人程度 

（２）実施時期及び日数 

 方式 時期 日数 回数 受講人数 

座学 WEB ６～７月 １日 (※)   計２００人 

演習 対面 ７月 １日 ５回 １回 ４０人×５回 計２００人 

・具体的な研修実施日は講師、受講者及び会場の都合を踏まえ、発注者の了解を得て決定する

こと。 

※座学は、後出５－（２）ア（ア）のとおり実施すること。 

（３）会場 

・演習の会場は、岐阜県防災交流センター（岐阜市下奈良３丁目１１-６）とし、発注者が手

配・費用負担する。 

・会場の設営及び撤収については、受注者が実施すること。 

・研修実施に必要な備品、消耗品は発注者と受託者で協議のうえ、受託者が手配し、費用を負

担すること。 

（４）研修講師 

・住家被害調査に係る専門的な知見を有し、自治体を対象に住家被害調査研修を実施した経験

を有する候補者を受託者が発注者に提案し、過去の講義状況を踏まえ、発注者との協議によ

り決定する。 

・講師依頼、研修内容調整、研修資料作成補助、交通・宿泊・食事手配、講師への謝金支払い

等は発注者の指示を受け受託者が実施し、また、それらに必要となる旅費、宿泊費、食事代、

謝金等一切の費用は受託者が負担する。 

 ・なお、発注者は、研修内容調整に係る打合せへの同席等必要な業務を行うこととする。それ

らの発注者の行う用務にかかる費用は発注者が負担する。 

 

５ 研修内容 

（１）研修に用いる参考資料 

災害に係る住家被害認定調査の基準等の参考資料は、内閣府が定める以下のものとする。 

・災害に係る住家の被害認定基準運用指針    （令和６年５月） 

・災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（令和６年５月） 

・災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き（令和６年５月） 

※なお、受注後に指針等の改正が行われた場合においては、最新の資料を使用すること。 

 



（２）実施内容 

研修は以下の内容を基本とし、発注者と協議のうえ決定する。 

なお、受託者は、具体的な研修カリキュラムを作成し、発注者の了解を得ること。また、研

修効果を高めるため、研修内容や手法について、積極的に提案を行うこと。 

ア 住家被害認定調査の基礎研修（座学） 

(ア) 開催方法：WEB方式 

・WEB 開催方式はオンデマンド配信とし、配信期間は６月～７月の発注者の指定する

日から演習最終日まで実施すること。 

・事前にテスト配信を行い県や市町村が受講可能か確認すること。 

 なお、受講者が視聴できない場合には、発注者及び受託者が協議し対応を検討する。 

・座学当日の配信 URL やアクセス ID、パスワード等は受託者において準備すること。 

(イ) 目 的：住家被害認定調査の概要等について理解する 

(ウ) 内 容： 

○災害の被害認定基準について 

○罹災証明発行体制の構築について 

○被災者生活再建支援法、岐阜県被災者生活・住宅再建支援制度について 

○住家被害認定調査（風水害、地震）の概要、調査票の記入方法等について 

・木造住家 第１次・第２次調査に基づく判定（地盤被害を含む） 

    ・非木造  調査・判定（地盤被害を含む） 

イ 被害認定調査・判定方法の実践研修（演習） 

(ア) 開催方法：集合対面方式（終日） 

(イ) 目 的：モデル家屋等の住家被害状況を用いて実習することにより、調査手法及び

調査票の記入方法を習得する。 

(ウ) 内 容： 

○住家被害認定調査、調査票の記入方法等について 

・木造住家 第１次・第２次調査に基づく判定（地盤被害を含む） 

    ・非木造  調査・判定（地盤被害を含む） 

  ※被害家屋の CG映像及び立体模型を用いること 

○応急実施体制の整備 

・調査計画の策定、調査等について 

ウ 習熟度の確認（理解度確認テスト） 

   両研修において、受講者の理解度を確認するためのテストを実施し、テストの解説と振り

返りを行うこと 

 エ アンケートの実施 

両研修において、受講者にアンケートを作成し、実施すること。具体的な内容については

発注者との協議により決定すること。 

なお、研修終了後はアンケートを取りまとめの上、発注者まで提出すること。 

オ 研修資料 

   ・研修実施の１０日前までに作成した資料を発注者へ提出し、その了解を得ること。 

・イの集合対面研修（演習）において使用する資料は、カラー印刷したものを受託者が受

講者及び発注者の担当職員の人数分用意すること。なお、研修の次第、出席者名簿、配

席図は発注者が作成する。 

・また、資料の作成及び印刷にかかる費用は受託者が負担すること。なお、当該研修資料

の著作権は、別記「著作権等取扱特記事項」によることとする。 

カ 研修時間 

研修時間は、原則８：３０～１７：１５の間で行うこととする。 

 

６ 業務遂行に係る留意事項 

（１）受託者は、契約締結後、速やかに研修内容、実施日及び業務スケジュールについて発注者

と協議すること。 

（２）受託者は、委託業務の進捗について発注者から随時照会があった場合には、その時点の状

況を報告すること。 



（３）受託者は、契約期間終了後において、発注者から委託業務に係る内容の説明や関係資料等

の提出を求められた場合には、可能な限り協力すること。 

（４）発注者と受託者の打ち合わせは、対面のほか、電話、メール、ウェブ会議等のオンライン

で行うこととする。 

７ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）関係法令の遵守 

委託事業の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 

（２）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただ

し、業務を効果的・効率的に行う上で必要と思われる業務について、発注者に協議し、その

了解を得た場合には、業務の一部を委託することができる。 

（３）守秘義務 

受託者は、受託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益

のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

８ 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務 

（１）妨害又は不当要求に対する通報義務 

受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らし

て合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨

害を受けたときは、警察に通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格

を停止することがある。 

（２）不当介入による履行期間の延長 

受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了するこ

とができないときは、発注者に履行期間の延長を請求することができる。 

 

９ その他 

受託者は、業務遂行に当たって疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、

発注者に協議し、その確認を得ながら業務を進めるものとする。 

  



別記 

 

著 作 権 等 取 扱 特 記 事 項 

 

 （著作者人格権等の帰属） 

第１ 研修資料が著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 2条第 1項第 1号に規定する著作物（以

下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条まで

に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）及び同法第 21 条から第 28 条までに規定す

る権利（以下「著作権」という。）は受託者（以下「乙」という。）に帰属する。 

２ 研修資料に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に

係る著作者人格権及び著作権（著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権）は、提供し

た者に帰属する。ただし、発注者（以下「甲」という。）又は乙が第三者より利用許諾を得て

いる素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。 

 

 （利用の許諾） 

第２ 乙は、甲に対し、研修資料が著作物に該当する場合には、甲（甲が指定する者を含む。以

下同じ）が次に掲げる方法で、研修資料を利用することを許諾する。 

 一 甲が実施する県職員、県議会議員、県内市町村等を対象とする研修会、勉強会などにおい

て、説明資料として複製・配布すること 

 二 前号のために、著作物を編集及び加工すること 

２ 研修資料に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作物のうち、次のいずれかの者が著作権

を有する場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により前項に規定する利

用の許諾を得るものとする。 

 一 乙の従業員 

 二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員 

 三 講師又は講師の属する法人若しくはその職員、従業員等 

３ 甲は、第１項に掲げる方法以外の利用を行う場合には、事前に乙（前項に該当する場合にあ

っては、前項各号に掲げる者を含む。）に許諾を得るものとする。 

４ 第 1項及び第 2項の利用許諾の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

 

（著作者人格権） 

第３ 乙は、甲に対し、研修資料が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないもの

とする。 

２ 甲は、研修資料が著作物に該当する場合において、当該研修資料の本質的な部分を損なうこ

とが明らかな改変をすることはできない。 

 

（保証） 

第４ 乙は、甲に対し、研修資料が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものである

ことを保証するものとする。 

 

（研修資料等の電子データの提供） 

第５ 乙は、甲に対し、研修資料等の電子データ（Microsoft word、excel、pdf又は powerpoint

形式）を当該研修資料等の引渡し時に、納入するものとする。 

２ 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

 


